
公立大学法人滋賀県立大学役員報酬規程 
  改正概要 

  ・滋賀県知事、副知事等設立団体である滋賀県の特別職の給与の見直しに伴い、役員報酬の月額を改正する。 

  ・理事の本給の月額について勤務日数に応じた設定ができるよう改正する。 

 新 旧 対 照 表 

現行 改正案 

第１～５条 （略） 

 

（本給の月額） 

第６条 常勤の役員の本給の月額は、次の各号のとおりとする。 

 （１）理事長  ９１６，０００円 

 （２）副理事長 ７２２，０００円 

 （３）理事   ７００，０００円 

２ 前項各号に規定する本給の月額は、法人の運営状況および社会情勢を勘案し

て、減額することができる。 

 

第７～１３条（略） 

 

 

第１～５条 （略） 

 

（本給の月額） 

第６条 常勤の役員の本給の月額は、次の各号のとおりとする。 

 （１）理事長  ９６４，０００円 

 （２）副理事長 ７６０，０００円 

 （３）理事   ７０５，０００円以下で理事長が定める額 

２ 前項各号に規定する本給の月額は、法人の運営状況および社会情勢を勘案

して、減額することができる。 

 

第７～１３条（略） 

 

 付 則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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